
様式第１号（第３条関係）

自動販売機の設置に係る市有財産貸付契約についての注意事項

今回の公募に付した次の貸付財産に係る貸付契約は，契約期間の満了をもって終了し，更新はありません。
　したがって，期間の満了の日までに貸付財産を明け渡さなければなりませんので,注意してください。（ただし，期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約が，市と同じ設置者との間で契約される場合を除く。）
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